
≪建設業労働災害防止リーフレット≫

措置内容
〇 保護具の使用が必要であることの周知
〇 特定の場所での立入禁止や
喫煙・飲食の禁止

〇 退避が必要である時の退避

作業前に足場のストレッチで
高齢者の転倒災害防止︕

安全の「見える化」事例は職場の安全サイトより確
認できます。ぜひ活用ください。

足場の知識を深め、安全・安心な足場を設置しよう

１．足場の構造の高さ

職場の安全サイト 検索

〇基底部から最上層の作業床までの高さ 。ただし、わく組足場は作業床よりも
建わくの高さが高い場合、建わくの上端までの高さ。

基底部

足
場
の
高
さ

足
場
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高
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２．足場で高さ２ｍ以上の作業場所に設ける作業床の要件
〇幅40cm以上、床材間のすき間３cm以下、床材と建地とのすき間は12cm未満

基底部

幅木は作業床の機能を果たさないため、
幅木の設置をもって12cm未満とすること
は認められません。

幅木

昇降設備に隣接する布材を作業床として
使用する場合は同様に40cm以上の幅
が必要

40cm以上

〇足場を設置する敷地が狭い場合などを除いて、建地は建物側と外側
にそれぞれ設置する必要があります。

建地を１本飛ばして設置すると足場の内側に手すりや中さんが
設置できず、足場と建物の隙間から墜落する危険があります。
本足場を設置しましょう。

建地の間隔が広く、内側に
手すりや中さんを設けることが
できない

エイジフレンドリーな職場づくり

①解体部分の床面積が80ｍ２以上の
建築物の解体工事
②請負金額が税込100万円以上の
建築物の改修工事
③請負金額が税込100万円以上の
工作物の解体工事・改修工事

※以下に該当する工事は石綿の有無に関わらず、
報告が必要です︕

始まっています︕ 石綿の事前調査結果報告

石綿総合情報ポータルサイト 検索

詳しくは
石綿総合情報ポータルサイトをチェック‼

ＳＴＯＰ︕熱中症クールワークキャンペーン展開中︕

≪熱中症予防対策≫
〇 WBGT値（暑さ指数）の活用
〇 休憩場所の整備等
〇 労働者の健康状態の確認
〇 人身の状況の確認
〇 暑熱への順化期間の確保
〇 労働衛生教育の実施
〇 水分及び塩分の摂取

危険有害作業に対する保護措置の拡大
令和５年４月１日から危険有害作業を行う事業者は
次の者に対し一定の保護措置が義務付けられます。
①作業を請け負わせる一人親方等

②同じ作業で作業を行う労働者以外の人
（一人親方や他社の労働者など契約関係は問わない）

措置内容
〇設置した局所排気装置等の設備の稼働
〇特定の作業に関する作業方法の周知
〇保護具の使用が必要であることの周知

違法なフルハーネスにご注意︕
ネットショッピングを中心に違法なフルハーネスの販売が
確認されています。厚生労働省は確認された違法製品
を公表しておりますので、自社で使用している製品がこれ
に該当する場合、直ちに使用を中止してください。
墜落制止用器具には種類、製造者名及び製造年月
を、ショックアブソーバには種類、最大の自由落下距離、
使用可能な重量、落下距離を表示することが義務付
けられております。適切な表示がない製品は、必要な
性能を有していないおそれがあり、法令違反となります。
表示がない製品を確認された場合、使用を
中止し、所轄の労働基準
監督署にご連絡ください。
厚生労働省が公表している
違法なフルハーネス一覧

宮崎労働局 ０９８５-３８-８８３５
宮崎労働基準監督署 ０９８５-４４-２９１４ 延岡労働基準監督署 ０９８２-３４-３３３１
都城労働基準監督署 ０９８６-２３-０１９２ 日南労働基準監督署 ０９８７-２３-５２７７

【 問い合わせ先 】

準備期間︓６/１▶３０
本週間︓７/１▶７

３．くさび式、単管足場の建地に関する設置要件

建地
作業床

建物

木造家屋や軽鉄骨の
建築工事に設置する足場で
見受けられることが多い

建地を１本飛ばして設置している例

床材間のすき間
３cm以下

作業床の幅
40cm以上

床材と建地とのすき間
12cm未満

作業床が片側に寄り12cm以上のすき
間が生じる場合は要件を満たしません。
床材がずれないように固定などしましょう。

床材と建地とのすき間12cm以上

【　宮　崎　労　働　局　】
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年齢別発生状況（令和３年）過去２０年間における労働災害発生状況の推移
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宮崎県内の建設業における労働災害発生状況（休業４日以上の死傷災害） 【令和３年発生/確定版】

起因物別災害発生状況（令和３年）

仮設物、建築物、

構築物等

25%

用具

14%

環境等

12%
動力運搬機

10%

建設機械等

8%

木材加工用機械

6%

その他

25%

足場、階段、作業通路、建築中の建物など

外気温が高い場合など

建設業

190件

足場は安全な手すりとなっていますか︖
作業場所に開口部はありませんか︖

はしごは固定されていますか︖
脚立の踏桟は滑りやすくありませんか︖

はしご、脚立、ロープなど

材料の運搬に無理はありませんか︖
倒壊や荷崩れしないよう対策が講じられていますか︖

WGBT値を基に当日の作業方針を決めていますか︖
休憩時間を確保していますか︖

トラック、不整地運搬車など

丸のこ盤やかんな盤、手持式

グラインダや釘打機など

安全カバーは有効に保持していますか︖
作業手順が守られていますか︖

ドラグショベルやトラクターショ

ベルなどの建設機械

作業計画を事前に作成し、関係労
働者に周知していますか︖
誘導員を配置していますか︖

事故の型別災害発生状況（令和３年）

墜落、転落

40%

切れ、こすれ

13%

飛来、落下

12%

はさまれ、巻き

込まれ

10%

転倒

6%

崩壊、倒壊

5%

その他

14%

人が足場、屋根、はしごから落ちるなど

人がつまずいたり、すべったりして倒れるなど

飛んできた物や落ちてきた物が人に当たるなど

機械や資材に、巻き込まれ、はさまれるなど

墜落等の恐れがある場所で作業を行う場合は、設備の
改善、作業方法の見直し等を図り、より安全な環境を
整えましょう。
また、安全帯やヘルメットなどの保護具の使用も忘れずに︕

作業場所、通路などに用具や資材が
散乱しないよう、整理整頓を徹底しましょう。

作業に適した道具を使用するとともに、無理な作業
動作とならないよう心掛けましょう。

刃物による切れ、工具や材料にこするなど

用具や資材などが落下しない対策を講じるほか、危険な
上下作業などにならない作業計画を立てましょう。

回転する機械部分を清掃する場合は原動機を止めて完全に
停止した状態で作業を行いましょう。
また、クレーン等で重量物の取り扱いの際は、荷と建物などに
はさまれることがない作業計画を立てましょう。

堆積物や積み重ねた物が崩れ落ち、倒壊するなどして人に当たること。

地山等の堆積物や、はい積みした物が崩壊・
倒壊する危険性がないか、作業開始前に点検を
行いましょう。

建設業

190件

令和３年における建設業の死亡災害

件


